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カテゴリー:お知らせ 

 

「SAITAMA デザイナーズバンク」を開設しました！ 

- そのお困りごと、デザイナーに相談してみませんか？ - 

県産業技術総合センター（SAITEC）では、「SAITECデザインイノベーションセン

ター（SDIC）」を設置し、デザインを活用して県内中小企業の課題解決を支援して

います。 

このたび、商品開発やブランディングなど多様な専門分野のデザイナーを登録し

た「SAITAMAデザイナーズバンク」を開設し、企業の課題に応じた登録デザイナーを

派遣して解決を支援する取組を開始しました。 

デザインに関する課題やお困りごとのある企業の皆様におかれましては、ぜひご

活用ください。 
 

 １ SAITAMA デザイナーズバンクの概要 

「SAITAMAデザイナーズバンク」では、県内中小企業のデザインに関する課題や

お困りごとの解決を支援する多様な専門分野のデザイナーを登録しています。 

企業の課題に応じた登録デザイナーを派遣し、SDICの専門職員とともに課題解

決を伴走支援します。 

「SAITAMAデザイナーズバンク」は、下記の特設サイトで公開しています。 

登録デザイナーは、「プロダクト」や「SNS・広報・PR」など、企業の課題別に

検索することができます。 

また、専門分野のイメージが湧きやすいよう、登録デザイナーの制作事例も紹

介しています。 

 なお、デザイナーの登録は今後も継続的に行い、引き続き「SAITAMAデザイナ

ーズバンク」の充実を図ってまいります。 

 

 URL：https://sdic.pref.saitama.lg.jp/designer-search/          

≪デザイナー検索画面≫ 
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２ デザイナーの派遣事業の概要 
（１）対象者 

次のいずれかに該当し、県内に主たる事業所がある方（みなし大企業は除く） 

① 中小企業基本法第２条第１項に該当する中小企業者 

② 任意グループ（構成員の３分の２以上を中小企業者が占める場合） 

③ 創業を予定している方 

 

（２）派遣の流れ 

① SDICホームページなどから派遣に関するお問い合わせ 

② SDICの専門職員が企業の課題等をヒアリング 

③ 「SAITAMAデザイナーズバンク」に登録されたデザイナーの中から適任者

を選定し、企業とマッチング 

④ 企業にデザイナーを派遣し SDICの専門職員とともに課題解決を伴走支援 

（１課題あたり最大１０回まで。企業負担は１回あたり３,０００円。） 

 

  問い合わせ（相談）フォーム 

    URL：https://sdic.pref.saitama.lg.jp/contact/           

 

 

     

 

 

 

 

 

３ 問い合わせ先 

  

埼玉県産業技術総合センター 

  生産技術・事業化支援室 デザイン支援担当 

              （SAITECデザインイノベーションセンター） 

  電   話：048-265-1420 

  電子メール：h6513112@pref.saitama.lg.jp 

 

 

 


